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開議 午前１１時３０分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○中野委員長 それではこれより、議会運営委員会を開会させていただきます。 

 本日は全員の出席でございます。 

 それでは、協議事項の１、請願・陳情議案の審査についてでございます。陳情第２号、旭川市議

会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めることについてであります。ここで、特に皆様のほうから御発

言はありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、判断できる状況にあるか、各会派にお伺いをしていきたいというふうに

思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 判断できます。 

○塩尻委員（民主連合） もう少しお時間をいただきたいと思います。 

○高花委員（公明党） お時間をいただきたいと思います。 

○石川厚子委員（共産） 判断できます。 

○上野委員（無党派Ｇ） 時間をいただきたいと思います。 

○中野委員長 それでは、保留の会派があるということでございましたので、本日のところは、陳

情第２号は保留ということにさせていただきたいと思います。 

 ここで、この後の協議のため、無所属議員を委員外議員として出席を求めることでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 暫時休憩いたします。 

 休憩 午前１１時３１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

 再開 午前１１時３３分 

○中野委員長 再開をさせていただきます。 

 それでは、協議事項の２、令和５年第４回定例会の運営についてでございます。（１）市長提出

議案及び市長追加提出議案について、議案第２号ないし議案第３０号の以上２９件についてでござ

います。まず、議案第３０号について、理事者から説明をお願いいたします。 

○和田総務部長 １２月８日に追加提出いたしました議案につきまして御説明を申し上げます。議

案第３０号、旭川市功労者表彰条例に基づく被表彰者の推薦につきましては、蝦名信幸氏、笠木薫

氏、小松晃氏、白鳥秀樹氏、菅原功一氏、中川明雄氏及び宮本儔氏の以上７名を功労者として推薦

しようとするものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 次に、各派会長会議の結果につきまして、議長から報告をお願いいたします。 

○福居議長 功労者表彰条例に基づく被表彰者候補につきましては、各派会長会議において協議の

結果、全会派一致とならなかったことを御報告申し上げます。 

 以上です。 

○中野委員長 ここで、皆様から特に発言はございますでしょうか。 
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（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、議案第２号から議案第３０号までの以上２９件について、質疑、討論の

有無及び賛否につきまして、一覧表に基づき、各会派及び無所属にお伺いしていきたいというふう

に思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 全ての議案につき、質疑、討論なく賛成いたします。 

○塩尻委員（民主連合） 全ての議案に賛成いたします。議案第２９号に対して質疑の用意がござ

います。討論はありません。 

○高花委員（公明党） 全議案、質疑、討論なく賛成いたします。 

○石川厚子委員（共産） 議案第１５号、議案第２９号、議案第３０号に質疑の用意があります。

議案第１５号には反対、議案第３０号は退席します。それ以外は賛成です。討論はありません。 

○上野委員（無党派Ｇ） 議案第２号及び議案第１３号について質疑を用意しております。全て賛

成です。討論はありません。 

○横山委員外議員（無所属） 全ての議案、質疑、討論はありません。賛成します。 

○中野委員長 それでは、質疑の希望がありましたので、質疑者を確認させていただきたいと思い

ます。 

○塩尻委員（民主連合） 塩尻でお願いします。 

○石川厚子委員（共産） 議案第１５号については能登谷議員、議案第２９号はまじま議員、議案

第３０号は能登谷議員でお願いします。 

○上野委員（無党派Ｇ） 議案第２号、議案第１３号ともに、のむらパターソン議員でお願いしま

す。 

○中野委員長 それでは、議案第２９号の質疑順についてでありますが、大会派順とすることでよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 退席の発言がございました。本会議において退席する場合、これまではつい立て裏で待機するこ

ととしていたところでございますが、新議場は旧議場よりも議員席からつい立て裏までの距離が長

いことや、議席によっては傍聴席の前を通る必要があることから、明日の本会議におきましては、

暫定的に議員席後方２か所の出入口から退席することとしてはどうかというふうに考えております

が、そのように扱うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 続いて、無党派Ｇに確認をさせていただきます。質疑について、議案第２号と議案第１３号につ

いてということでございましたが、一括しての質疑を希望されますでしょうか。 

○上野委員（無党派Ｇ） 一括でお願いいたします。 

○中野委員長 ただいま、一括での希望がありましたことから、議案第２号及び議案第１３号につ

いては、一括して議題とすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 
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 次に、報告第１号、専決処分の報告についてでございます。質疑の有無について、一覧表に基づ

き、各会派及び無所属にお伺いをさせていただきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 質疑はありません。 

○塩尻委員（民主連合） 質疑はございません。 

○高花委員（公明党） 質疑はありません。 

○石川厚子委員（共産） 質疑はありません。 

○上野委員（無党派Ｇ） 質疑はありません。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑はありません。 

○中野委員長 それでは、各会派及び無所属とも質疑なしということで確認をさせていただきまし

た。 

 次に、本会議の進行についてでありますが、現在、本会議直接審議となった議案の審議につきま

しては、賛否の内容にかかわらず、一事件一議題の原則に基づき、１件ごとに議題として扱ってお

り、効率的な議会運営のために認められている簡易採決となる議案が多い場合であっても、審議に

時間を要している状況にあります。今定例会は、本会議直接審議となったところではありますが、

複数の議案に対し質疑が予定されている状況にありますことから、議事運営の効率化を図るため、

従前どおり日程順に進行していくことを基本としながらも、質疑、討論なく、全会一致となること

が確認された各会計補正予算につきましては、一括議題として審議することとしてはどうかという

ふうに考えております。また、議案第２１号ないし議案第２８号の以上８件につきましても、それ

ぞれ関連を有することから、一括して議題とすることとしてはどうかというふうに考えております。

以上の内容につきまして、そのとおり扱うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 協議事項の（２）議会提出議案についてであります。アの請願・陳情議案の審査結果報告につい

て及びイの請願・陳情議案の閉会中継続審査付託について、事務局から説明をお願いいたします。 

○林上議会事務局次長 アの請願・陳情議案の審査結果報告についてでありますが、御手元に御配

付しております請願・陳情議案審査結果一覧表のとおり、子育て文教常任委員会で２件、結論が出

ており、子育て文教常任委員会委員長から議長宛てに審査報告書が提出されておりますので、最終

日の本会議で報告を受けることとなります。 

 したがいまして、質疑、討論の有無及び賛否につきまして、御協議いただきたいと思います。 

 次に、イの請願・陳情議案の閉会中継続審査付託につきましては、議会運営委員会委員長から議

長に対しまして、閉会中の継続審査の申出を受け、最終日の本会議でその手続を取ることとなりま

す。 

 以上でございます。 

○中野委員長 それではまず、イについてであります。事務局説明のとおりでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 次に、アについてでございます。原案に対する質疑、討論の有無及び賛否について、一覧表に基

づき、各会派及び無所属にお伺いをさせていただきます。 
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○高橋ひでとし委員（自民会議） いずれも原案に反対します。 

○塩尻委員（民主連合） 質疑、討論なく、いずれも反対いたします。 

○高花委員（公明党） 請願第１号、陳情第１号、どちらも質疑、討論なく反対いたします。 

○石川厚子委員（共産） どちらも質疑、討論なく反対いたします。 

○上野委員（無党派Ｇ） 質疑、討論なく、どちらも反対いたします。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論なく、どちらも反対します。 

○中野委員長 それでは、改めて自民会議に確認をします。原案に対する判断は、反対ということ

でございました。討論の有無について、確認させていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 討論はありません。 

○中野委員長 それでは、次の協議事項に移りたいと思います。ウの旭川市選挙管理委員及び旭川

市選挙管理委員補充員の選挙についてでございます。各派会長会議の結果につきまして、議長から

報告をお願いいたします。 

○福居議長 選挙管理委員候補及び同補充員候補につきましては、各派会長会議において協議の結

果、まず、選挙管理委員の候補につきましては、現在の委員である須藤憲子氏、八重樫和裕氏、田

中征夫氏、白井暢明氏の以上４名を、次に、同補充員候補につきましては、同じく現在の補充員で

ある川口勤氏、三井幸雄氏、三上章氏、田辺八郎氏の以上４名を、いずれも全会一致で御同意いた

だきました。 

 なお、同補充員の補充の順序につきましては、ただいま申し上げましたとおりの順となりました

ことを御報告申し上げます。 

 以上です。 

○中野委員長 それでは、選挙管理委員、補充員及び補充員の補充順序について、ただいまの報告

のとおりでよいか、各会派及び無所属にお伺いをさせていただきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 報告どおりで結構です。 

○塩尻委員（民主連合） 報告どおりでよろしいかと思います。 

○高花委員（公明党） 報告どおりでよろしいです。 

○石川厚子委員（共産） 報告どおりでよろしいです。 

○上野委員（無党派Ｇ） 報告どおりでよろしいです。 

○横山委員外議員（無所属） 報告どおりでよろしいです。 

○中野委員長 それでは、全会一致ということで、選挙につきましては、議長の指名推選、補充員

の補充順序については、指名順というふうになりますので御承知おき願いたいというふうに思いま

す。 

 それでは、エの意見書・決議案についてでございます。代表者会議での協議の結果、本日配付し

てある一覧表のとおりとなっているので、御確認をお願いいたします。 

それでは、議長宛てに動議の意見書案が提出されているので、ここで配付をさせていただきます。 

（動議の意見書案配付） 

○中野委員長 御手元に行き渡ったというふうに思います。議案番号は、配付している代表者会議

の結果のとおりでございます。 

まず、動議の意見書案について確認をさせていただきます。 
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 意見書案第１号について、提出会派の民主連合に提案説明者をお伺いさせていただきます。 

○塩尻委員（民主連合） 植木議員でお願いします。 

○中野委員長 各会派の賛否の状況は、一覧表のとおりでございます。提出会派以外の各会派、自

民会議、公明党、共産、無党派Ｇに質疑、討論の有無を確認させていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 質疑、討論はございません。 

○高花委員（公明党） 質疑、討論はありません。 

○石川厚子委員（共産） 質疑、討論はありません。 

○上野委員（無党派Ｇ） 質疑、討論はありません。 

○中野委員長 続いて、無所属横山議員に質疑、討論の有無及び賛否をお伺いします。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。賛成します。 

○中野委員長 それでは次に、意見書案第２号についてであります。提出会派の共産に提案説明者

をお伺いさせていただきます。 

○石川厚子委員（共産） 中村みなこ議員でお願いします。 

○中野委員長 各会派の賛否状況は一覧表のとおりでございます。提出会派以外の各会派、自民会

議、民主連合、公明党、無党派Ｇに質疑、討論の有無を確認させていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 質疑、討論はありません。 

○塩尻委員（民主連合） 質疑、討論はございません。 

○高花委員（公明党） 質疑、討論はありません。 

○上野委員（無党派Ｇ） 質疑、討論はありません。 

○中野委員長 続いて、無所属横山議員に質疑、討論の有無及び賛否をお伺いさせていただきます。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。賛成します。 

○中野委員長 次に、全会一致の意見書案第３号ないし第７号について、一括して確認をさせてい

ただきます。各会派に討論の有無をお伺いさせていただきます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 全て討論はございません。 

○塩尻委員（民主連合） 討論はございません。 

○高花委員（公明党） 討論はありません。 

○石川厚子委員（共産） 討論はありません。 

○上野委員（無党派Ｇ） 討論はありません。 

○中野委員長 続いて、無所属横山議員に質疑、討論の有無及び賛否をお伺いしたいと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 意見書案第３号から第７号まで全て質疑、討論はありません。全て

に賛成します。 

○中野委員長 それでは、賛成ということでありましたので、提案者に加わるかどうかについて横

山議員に確認をさせていただきたいと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 提案者には加わりません。 

○中野委員長 意見書案につきまして、確認をさせていただきました。 

 それでは、（３）本会議（明日）の日程についてであります。事務局から説明をお願いいたしま

す。 

○小川議会事務局議事調査課長補佐 明日の本会議の運びについて御説明いたします。 
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 開会し、会議録署名議員の指名、報告の後、議事に入ります。まず、議案第２号及び議案第１３

号の以上２件を一括議題とし、無党派Ｇののむらパターソン議員から質疑があり、討論なく、採決

に入り、簡易採決となります。次に、議案第３号ないし議案第１１号の以上９件を一括議題とし、

質疑、討論なく、簡易採決となります。次に、議案第１２号を議題とし、質疑、討論なく、簡易採

決となります。次に、議案第１４号を議題とし、質疑、討論なく、簡易採決となります。次に、議

案第１５号を議題とし、日本共産党の能登谷議員から質疑があり、討論なく、採決に入り、電子採

決となります。次に、議案第１６号ないし議案第２０号の以上５件について順次議題とし、いずれ

も質疑、討論なく、簡易採決となります。次に、議案第２１号ないし議案第２８号の以上８件を一

括議題とし、質疑、討論なく、簡易採決となります。次に、報告第１号を議題とし、質疑なく、報

告を了することになります。次に、議案第２９号を議題とし、民主・市民連合の塩尻議員、日本共

産党のまじま議員の順で質疑があり、討論なく、採決に入り、簡易採決となります。次に、議案第

３０号を議題とし、理事者から提案説明があった後、日本共産党の能登谷議員から質疑があり、討

論なく、採決に入り、簡易採決となります。次に、旭川市選挙管理委員の選挙を行います。選挙は

指名推選により行います。指名推選の手続は、まず、選挙は指名推選により行うことを諮り、続い

て、指名の方法は議長において指名すること、さらに、議長が指名した者をもって当選人と定める

ことをそれぞれ諮り、出席議員全員の同意を得て当選人を決定いたします。次に、旭川市選挙管理

委員補充員の選挙を行います。選挙は指名推選により行います。指名推選の手続は選挙管理委員の

選挙と同様ですが、当選人の決定後、さらに、補充の順序については議長が指名した順とすること

を諮り決定することとなります。次に、請願・陳情議案の審査結果報告についてを議題とし、子育

て文教常任委員会委員長から請願第１号及び陳情第１号の以上２件の審査結果の口頭報告があった

後、質疑、討論なく、委員長報告どおり不採択とすることについて簡易採決となります。次に、請

願・陳情議案の閉会中継続審査付託についてを議題とし、議会運営委員会委員長の申出どおり、閉

会中の継続審査付託の手続を取ることとなります。次に、意見書案第１号を議題とし、民主・市民

連合の植木議員から提案説明があった後、質疑、討論なく、電子採決となります。次に、意見書案

第２号を議題とし、日本共産党の中村みなこ議員から提案説明があった後、質疑、討論なく、電子

採決となります。次に、意見書案第３号ないし意見書案第７号の以上５件を順次議題とし、それぞ

れ提案説明を受けた後、いずれも質疑、討論なく、簡易採決となります。以上で閉会となります。 

 本会議の所要時間につきましては、発言部分を除き、およそ５０分程度と思われます。 

 以上でございます。 

○中野委員長 ただいま、事務局から説明がございましたが、そのとおりとすることでよろしいで

しょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 以上で、本日予定をしていました議事につきましては、全て終了をさせていただきました。 

 この際、皆様から、ここで特に御発言はありますでしょうか。 

○高木委員（民主連合） １点だけ、検討をお願いしたい項目について発言させていただきたいと

思ってます。 

 昨日、高橋ひでとし議員の一般質問の中で、やはり職業が弁護士ということもあって、非常に、
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裁判を見ているような、質疑のやりとりというか、そちらについては、高橋ひでとし議員の独特の

色というか部分なんで、そちらについて、どうのこうのはないんですけれども、ただ、発言の中で

非常にどう取っていいか分からないというか、裁判用語というか、その辺の部分が昨日は多々あっ

た、感じた部分があります。というのは、「供述」とか「評価できる」とかという部分について、

やはり開かれた議会というか市民にとって分かりやすいという部分からいくと、非常に、どういう

ふうに取っていいのかなっていう部分、感じた部分が昨日の質疑の中では多々あったので、そこに

ついて、やはり独特の高橋ひでとし議員の質疑については、これからも、裁判を見ているような質

疑、やりとりは、また楽しみにしていきたいと思ってますが、その用語について、言葉について、

若干、今後のこともありますので、どう判断していいのか１回検討をお願いしたいなというふうに

思ってます。 

 以上です。 

○中野委員長 ただいま、高木委員のほうから発言がございました。この件につきましては、今後、

議会運営委員会で協議をしていくこととさせていただきたいというふうに思っておりますが、皆様、

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととし、協議の方向性等につきましては、正副委員長

に一任を願うということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 以上で、全ての協議事項を終了させていただきます。 

 本日の議会運営委員会は散会させていただきます。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午後０時０４分 


